
高知県産業振興推進部産業イノベーション課
〒780-8515 高知市永国寺町6番28号　 高知県産学官民連携センター「ココプラ内」
TEL 088-823-9781　Mail:121701@ken.pref.kochi.lg.jp

 新たなビジネスに挑戦する企業に対し、
市場調査から製品開発まで必要な経費を支援します！

高知県新事業創出支援補助金
～ 御社の挑戦を形にする３つのメニュー ～

【随時受付中】
新たな事業展開を目的と
した市場調査や、実現可
能性調査（FS）向け。

新製品・サービスの開発
に向けた試作や実証実
験向け。大学や企業との
「連携(コンソーシアム)」
を推奨。

革新的な技術を活用し
た製品開発向け。

「直接人件費」が
補助対象

成長に合わせたステップアップ

「所得向上総合補助金」との違いがひと目でわかる！
あなたのニーズ 所得向上総合補助金 新事業創出補助金

今すぐの賃上げは難しい 1年以内の賃上げが要件 　　 期限を定めた賃上げ要件なし
随時、今すぐ申請したい 募集期間あり 　　 随時受付中(①新事業チャレンジ支援)

大学や企業と
連携したい 自社単独が基本 　　 連携重視(②実証等支援③製品開発支援)

担当者の人件費を
対象にしたい 原則対象外 　　 「直接人件費」が対象(③製品開発支援)

1年以上の事業を行いたい 令和9年2月16日まで 　　 交付決定から24か月(③製品開発支援)

申請にあたっては、右記QRコードから
HP掲載の要綱及び要領を必ずご確認ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/newbuisinesssubsidy/



 ※公募について
【新事業チャレンジ支援】は、随時、受け付けています。【実証等支援】、【製品開
発支援】については、別途、ホームページでご案内いたします。

▶新事業チャレンジ支援

※申請にあたっては、ＨＰ掲載の要綱及び要領を必ずご　
　確認ください。
　右記QRコードよりご参照いただけます。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120000/121701/

▶実証等支援

▶製品開発支援
・先進技術を活用した製品やサービスの開発
 ※補助事業終了後に、事業化が見込めるものが対象となります。

・新たな市場への参入を検討するための顧客ニーズ調査

・未経験の分野への事業展開に向けた基礎データ収集および戦略立案

・新しいアイデアや技術を用いた試作品の作成および検証

・新製品・サービスの実際の使用環境での効果や課題の確認

 【新事業チャレンジ支援】
 県内企業等

【実証等支援】、【製品開発支援】

 ・県内外企業等

 ・県内企業等と、県外企業等又は県内外大学等の２者以上によるコンソーシアム

  (注)コンソーシアムの場合、コンソーシアム協定を締結すること。

補助対象者（誰が応募できるか） 実施体制と３つの支援メニュー

高知県内に事業所を
有する企業・法人等
中小企業、事業協同組合、NPO
法人、一般社団・財団法人、医療・
社会福祉法人などが対象です。

多様な法人格を
幅広くサポート
株式会社だけでなく、組合や福祉
法人なども新事業に挑戦すること
が可能です。

※個人事業主は対象外
法人格のない個人(個人事業主)は
本補助金の対象外となります。

【①新事業チャレンジ支援】単独での取組

【②実証等支援 ③製品開発支援】連携も可能

県内企業等が単独で、新製品・
サービス開発のための市場調査や
実現可能性調査を行う段階を支援
します。

単独での実施に加え、県内外の企
業や大学等との「コンソーシアム(共
同体)」による取組も支援の対象と
なります。

コンソーシアム形成のメリット
自社にない技術や知見を持つ外部機関
(県内外企業・大学等)と連携することで、
より高度な事業開発を目指せます。

支援メニュー 補助限度額(下限～上限) 補助対象期間 補助率

①新事業チャレンジ支援 10万円 ～ 50万円 交付決定からR9.2.20まで

対象経費の
２分の１以内

②実証等支援 50万円 ～ 100万円 交付決定から1年以内

③製品開発支援 100万円 ～ 750万円 交付決定から2年以内

【詳細版】高知県 新事業創出支援事業費補助金 活用ガイド

補助限度額・補助率

補助対象者（誰が応募できるか） 実施体制と３つの支援メニュー

補助対象経費（何に使えるか） 審査方法(採択へのステップ)
全メニュー共通の対象経費 【①新事業チャレンジ支援】書面審査

謝金、旅費、原材料費、外注費、委託費、その他
諸経費（会議費、通信運搬費など）が対象です。

提出された書類に基づき、事業の新規性や実現可能性
が審査されます。

【②実証等支援・③製品開発支援】
プレゼンテーション審査

審査委員会にて、事業者によるプレゼンテーションと
質疑応答が行われ、多角的に評価されます。

【②実証等支援】で追加される項目

【③製品開発支援】のみの特別項目

共通経費に加え、「機械装置費」および
「特許等関連経費」が認められます。

上記すべてに加えて、「直接人件費」も
補助対象となります。


